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では，早速内容に入りましょう。次のスライドでは，「論点整理」についてお話しします。これは，

今後の教育課程や学習指導，評価に関する有識者検討会の意見をまとめたものです。上に書かれてい

るように，司会の中島先生も言及されていましたが，この論点整理がどのようなものか，詳しく見て

いきたいと思います。 

まず，皆さんと確認しておきたい前提があります。なぜかというと，学習指導要領やその改定の経

緯については，すでにご存知の方も多いと思うからです。今回の話は少し繰り返しになるかもしれま

せんが，この機会に学習指導要領が改定されるまでの流れを確認しておきたいと思います。 



こちらをご覧ください。これは平成 29 年に行われた小学校の学習指導要領改定の際の図です。ご存

じの方も多いかと思いますが，改定にはまず，文部科学大臣が中央教育審議会に諮問を行います。諮

問とは，特定のテーマについて検討を依頼し，その結論を報告してもらうことです。前回は 2014 年 11

月にこの諮問が行われ，その後 2016 年 12 月に答申が出されました。 

図にあるように，諮問から答申までの間には「論点整理」と「審議のまとめ」が含まれます。今回

取り上げる「論点整理」は，この前回の論点整理とは異なるものであることを，皆さんに理解してい

ただきたいと思います。 

2014 年の諮問後には「教育課程企画特別部会」が設置されました。この部会は，各学校種や教科の

改定に先立って，基本的な方向性を検討するためのものです。その結果，論点整理がまとめられ，そ

の後，各教科や科目に関連するワーキンググループで検討が進められ，最終的に答申に至ったという

流れです。 

前回の改定を覚えている方は，今回「論点整理」という言葉を聞いて，同じものだと思われたかも

しれませんが，今回は違う内容です。次期学習指導要領に関する諮問はまだ行われていません。 

ちなみに，前回の改定では中央教育審議会の下に初等中等教育文化会があり，その中に教育課程部

会が存在しました。さらに各教科や科目に関するワーキンググループが設けられ，それぞれで検討が

行われ，最終的に答申に至ったという流れです。このようなプロセスを経て改定が進められました。 



何度も繰り返しになりますが，今回の「論点整理」は前回のものとは異なり，有識者会議で議論され

たものです。有識者会議は文部科学省のホームページにも掲載されており，多くの会議が行われてい

ます。その中でも，今回の論点整理は上か２番目にある会議で議論されたものです。 

先ほどの話に戻りますが，何度もお伝えしている通り，今回の論点整理は前回の「教育課程企画特

別部会」でまとめられたものとは異なります。それを踏まえて，次の改定がどうなるのかという点に

ついては，まだ明確な発表がされていないようです。 



私も確認しましたが，2 年前にベネッセの教育情報ニュースで，当時の初等中等教育局長がこう話し

ていました。 

「もしも，10 年ごとの改定パターンに沿うならば，次の改定は 2027 年度の小学校から始まり，全面

実施は 2030 年度になるでしょう」と。ただし，これは確定していない情報ですが，前回の改定スケジ

ュールに従うとそうなるかもしれません。 

今後のスケジュールを考えると，2024 年か 2025 年に方向性が示され，その後，中央教育審議会に改

定の諮問が行われることが予想されます。 

次のスライドでは，私が予想した進行スケジュールをご紹介します。これは全くの予想ですが，前

回の平成 29 年の改定の流れを基にしています。図では，幼稚園・小学校・中学校の改定について示し



ています。 

現在，令和 6 年（2024 年）です。先ほどの話に基づくと，2026 年に改定が行われ，小学校では 2030

年度から全面実施される予定です。単純に当てはめると，今年の 11 月に中央教育審議会への諮問があ

り，その後検討が始まります。もし前回と同じペースで進めば，論点整理は来年8月に発表され，その

後，様々なワーキンググループで検討が進められ，2028 年 12 月に答申が出されるでしょう。 

そこから1年間の周知徹底期間を経て，幼稚園ではすぐに全面実施され，小学校では2年間の先行実

施後，全面実施となる見込みです。中学校はさらに1年遅れて全面実施となるでしょう。この間に教科

書の検定や採択が行われることになります。ただし，これはあくまで予想に過ぎないので，今後の動

向を見守る必要があります。 

特に，前回話題になった論点整理は，来年頃から取り上げられる可能性があります。 

図にあるように，今回の論点整理は，中央教育審議会への諮問に至る前に有識者が細かく検討した

結果をまとめたものです。今後，この諮問を通じて，さらに多くの情報が出てきて，議論が加速する

でしょう。 

この論点整理は，決して軽視すべきものではなく，非常に重要な内容です。私も個人的に非常に興

味深いものだと感じています。 



さて，次のスライドをご覧ください。文字が多くて申し訳ないのですが，これは先ほどの論点整理

の表紙です。背景に映っているものですね。ここでいくつか確認したいことがあります。 

まず，この論点整理は表紙に書かれている通り，6 つの項目で構成されています。「はじめに」から

始まり，1 から 6 まで項目が並んでいます。この論点整理が出た時，いろいろなニュースやメディアで

話題になった部分があり，それを少しまとめてみました。すべて取り上げると膨大な量になりますが，

いくつかピックアップした内容をお見せします。 

例えば，1 つ目の項目には「これからの社会像」と「現行の学習指導要領の実現状況」という内容が

あります。ここでは，現行の学習指導要領が資質・能力を3つの柱に整理したことは，これからの社会

像や現状の課題を踏まえても基本的には妥当だという評価がされています。一方で，理解にばらつき

があり，資質・能力の育成に障害となっているため，さらなる具体化が必要だとも述べられています。 

同様に，2 番目の項目では「これからの社会像や現状の課題」が取り上げられています。この内容に

ついては後ほど詳しく確認したいと思います。 

今から 1分ほどお時間を差し上げますので，ざっと目を通していただければと思います。どうぞ。 



まずは，一番上の部分に注目してみましょう。右側に具体的な内容をピックアップしてあります。 

例えば，現行の学習指導要領の実施に関する課題についてです。論点整理の7ページに書かれていま

す。この中から，検討すべき方策として2つが挙げられています。要点として，赤字で示されている部

分がキーワードです（渋谷私見）。 

一つ目のポイントは，「多様な子どもたちを一層包摂する方向で学校教育を改善する」ということで

す。これが検討されている内容です。二つ目のポイントは，「教師のワークオーバーロード（業務過多）

とカリキュラムオーバーロードを区別して議論する必要がある」ということです。これらは今後の議

論で繰り返し出てくる言葉なので，覚えておいてください。 



 次のスライドに進みます。今度は 2 番目のポイントです。「これからの社会像や現状の課題を踏まえ

た資質能力」についてです。論点整理の8ページには，学習指導要領における資質能力の枠組みが検討

事項として書かれています。 

この部分では，「個別的知識及び技能」「概念的知識・方略」の関係性の理解が十分ではないと指摘

されています。例えば，我々がこの関係性を説明できるかどうかが問われています。論点整理の中で，

この部分が弱点として挙げられているのです。 

もし，この問題を曖昧にしたまま次の学習指導要領に進むと，今までの課題が改善されずに次のフ

ェーズに進んでしまうかもしれません。それは非常に危険なことです。これからの改定に向けて，

我々自身が論点整理で指摘されている課題についてしっかり考え，対応していくことが重要です。 

もう一つ，資質・能力に関する話として「学びに向かう力」や「人間性」についても言及されてい

ます。具体的には，これは今の「学びに向かう力」を指すのか，それとも将来的な学びに向かう力な

のか，学び自体に向かう力なのか，それとも学びの先にある社会に向かう力なのかが曖昧だと指摘さ

れています。 



次に「主体的・対話的で深い学び」と「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実の関

係性について説明できるかということに触れたいと思います。文科省から示された図を使いながら，

これらを説明できるようになることが必要です。 

次に移ります。今回は，学習の基盤となる資質能力についても考えていきます。例えば，「言語能力」

「情報活用能力」「問題発見・解決能力」の３つが挙げられていますが，これらの能力が発揮されてい

る具体的な子どもの姿や，それを引き出すための教師の関わり方，そしてそれを具現化する指導計画

について，事例をもとに話すことが重要です。 

さらに，アナログな場面だけでなく，デジタルな学習環境でもこれらの資質能力をどう発揮するか

についても考える必要があります。また，情報活用能力の向上によって探究的な学びがどのように充



実するか，これが Society 5.0 の社会にどう寄与するかも，イメージを描いていくことが求められてい

ます。 

次に，学校におけるデジタル学習基盤の整備に基づいた学びのあり方についてです。論点整理の 9～

10 ページに書かれています。 

まず，デジタル学習基盤（AI を含む）と体験活動のバランスを取った資質能力の育成とはどのよう

なことかについて考える必要があります。 

次に，ICT ツールを使った具体的な事例として，多様な子どもたちを包摂し，多様な教材の活用や思

考過程の可視化などにより，個別最適な学びと協働的な学びが促進され，「主体的・対話的で深い学び」

の視点からの授業改善が進んでいる具体例を挙げることができるかどうかが重要です。奈須先生が問

題提起している点です。 

 二つ目は，深い学びにつながっていない具体的な例は，どういったものがあるでしょうか？三つ目

のポイントとして，デジタル学習基盤の積極的な活用についても考えていきたいと思います。例えば，

ここに示されている二つの側面「１ 教師の指導のツール（教具）としての側面」「２ 学習者のため

のツール（文房具）という側面」について，具体的に説明したり方策を考えたりできるかどうかが問

われています。 

この１～６の２番の部分だけでも，非常に多くの課題が我々に突きつけられていると感じます。 



では，次に三番に移ります。三番は「各教科等の目標・内容・方法・評価」に関する項目です。そ

の中で「資質能力の育成に向けた効果的な目標や内容の構成方法」についても問われています。学年

を超えた教科の系統性や，単元の本質的な問いといった重要な概念がここに含まれています。 

例えば，有識者の石井先生の資料の上の図を使って，こうした内容を説明できるかどうかが問われて

います。 

次に，「主体的に学習に取り組む態度」という評価の観点があります。これは「学びに向かう力や人

間性」といった資質能力に対応する評価の観点ですが，現在では「主体性」の意味が明確に整理され

ていないという指摘があります。そのため，評価が「ノートの提出頻度」といった「勤勉さ」に留ま



っている可能性があるのです。 

例えば，ノートの提出頻度や勤勉さの評価に偏っている場合，それがなぜ問題なのかを考えることが

重要です。さらに，授業ごとにすべての観点で評価を行わなければならないという誤解があり，評価

寺領を集めることのみを目的に毎時間振り返りを書かせるなど，評価のための指導に追われる状況が

作り出されている可能性もあります。この点について，先生方は実際にどう感じているでしょうか。

もし，こうした状況に陥っていない学校や先生がいれば，どのようにして理解を深めたのかを共有す

ることも学びになるでしょう。 

また，評価に関しては，「見取り」や「形成的評価」「総括的評価」といった言葉がよく使われます

が，それぞれの違いや役割について改めて説明できるかも考えてみてください。 

次に移ります。四番目は「多様な個性や特性，背景を持つ子どもたちを包摂する柔軟な教育課程」

に関する項目です。この部分では，教師には高度な指導力と積極性が求められていますが，「教師が教

えなくても良い」「すべてを子どもに委ねるべきだ」といった誤解が広まっている可能性が指摘されて

います。これについて，どう考えるでしょうか。 

例えば，子どもが興味や関心，能力に応じて，自ら教材や学習方法，ペースを選択できる学習環境

を，教師が適切にデザインすることが求められています。具体的にそれはどういったものか，皆さん

はどのような例やイメージを持っていますか？ これが問われているポイントだと思います。 

（２）番の部分ですが，今日は教育委員会の方がいないので触れませんが，おそらく行政にも問わ

れている内容ではないかと思います。 



次に進みましょう。同じ４番ですが，「学校間や団体間の連携接続のあり方」についてです。これは

15 ページに記載されています。今日，幼児教育に詳しい先生方も参加されていますが，幼児教育と小

学校教育の連携について，「架け橋プログラム」の成果も踏まえながら，双方の良さを相互に取り入れ

るためにはどうすれば良いのかが問われています。 

この点については，二つの観点が示されています。一つ目は，幼児教育の学びを小学校教育に引き

継ぐ連続性のある学びを実現すること。もう一つは，小学校教育以降の資質能力の育成につながる多

様な体験を，すべての幼児教育施設で経験できるようにすることです。 

論点整理には多くの資料へのリンクが含まれており，皆さんにお送りしたPDFでもリンクが利用でき

ます。15 ページの関連資料に飛ぶことができ，小学校の先生方にも役立つ資料があります。例えば，

算数科の例では，幼児教育での遊びを通じた学びと小学校での単元とのつながりが示されています。

こうした資料は，次の改定に向けて確認や検討が必要です。 



次に進みます。５番目の項目です。５番目は，「学習指導要領の趣旨を確実に実現するための方策や

条件整備」についてです。 

一つ目のポイントは，「教育課程を実施する上での学校現場の負担を軽減する方法」についてです。

先ほども触れましたが，教師のワークオーバーロード（業務過多）とカリキュラムオーバーロードを

区別する必要があります。 

また，今回の改定で，単元や題材の内容と時間のまとまりを見通しながら授業改善を行うことが明

記されています。例えば，活動のまとまりや総合的な学習の時間の意義が十分に明確でないと指摘さ

れています。 

さらに，学年や学期といった長いスパンを念頭に置き，単元をベースに授業を構想することや，評

価場面をどう作り出すかについても具体的に語れる必要があると思います。 

では，次に進みましょう。 

次に「教科書・教材の在り方」についてお話しします。16～17 ページに記載されています。教科書

は，経験の浅い教師でも充実した指導ができるように工夫されていますが，一方で，これが教師の創

意工夫や指導力向上を妨げているという指摘もあります。この２つの見方，どのように考えるべきで

しょうか？皆さんはどうお考えですか？ 

また，単に教科書を教えるだけでなく，どのような資質能力を育むかが重要だと言われていますが，

これは具体的にどういう意味なのでしょうか。さらに，今では一人一台の端末が整備され，多様な学

習教材に自らアクセスできる環境が整っています。これを踏まえて，これからの教科書にふさわしい

内容や分量についても検討が必要です。 

AI などのデジタル教材を含めた学校全体の環境は，どのように活用すべきでしょうか？従来の学校

施設や学校用家具がそのままで良いのか，改善が必要ではないか，という課題もあります。 



次に，カリキュラムマネジメントの実態と今後の推進についてです。これは特に管理職の方々に問

われている部分だと思います。カリキュラムマネジメントは，各学校が計画を立て，それを忠実に実

行することに注力しすぎるあまり，子どもや学校の実態に合わせて年度途中でも柔軟に見直しを行う

という本来の趣旨が薄れてしまっているのではないかという指摘があります。 

さらに，学習指導要領が変わっても，学校のシステムや組織文化が古いままだと，進展しないとい

う問題もあります。この点を改善するために，カリキュラムマネジメントが提案されていますが，実

際に学校や組織全体のマネジメントが機能しているでしょうか？ 

（４）番目の「教育課程の円滑な実施に向けた学校への支援と環境整備」については，これは教育

委員会や国といった上位機関に向けたメッセージなので，ここでは省略します。 



最後に 6 番目の項目です。このスライドが最後になります。「学習指導要領の趣旨の実現に向けた政

策形成や転換」についてです。ここでは，学習指導要領の解説や用語の関連性をもっと分かりやすく

する必要があると指摘されています。例えば，「学びに向かう力」や「人間性等」という言葉がその一

例です。 

また，学習指導要領の改定プロセスや，学校や教育委員会との情報共有についても，現行の情報伝

達方法が十分かどうかが問われています。多様なツールが整備されている現代において，共有や共通

理解を図るための新たな工夫が必要ではないでしょうか。 

（３）番目です。「社会的ニーズとの整合性」というテーマについてです。これは学校だけで行われ

るものではなく，社会全体で取り組むことが重要です。子どもたちを取り巻く環境との整合を図るこ

とが大切だという意味です。 

今回の資料は，こちら運営側からの一つの提案として皆さんにお示ししました。ピックアップした

内容はあくまで運営側の試験的な選定であり，必ずしも国の方針と完全に一致しているわけではあり

ませんので，その点はご承知おきください。 

ただ，こうした内容を私たちが一度立ち止まって考え，イメージ化することが必要かもしれません。 




